
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイ

ノリティである 2 人の者が、互いの人生において、

互いに協力して継続的に生活を共にすることを約

した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にあ

る者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領

証等を交付する制度です。 

受領証は、県営住宅の入居申し込みや県立中央病

院での手術同意等の際に利用できます。 

 

 

 

 

｢いばらきパートナーシップ宣誓制度｣の実施 
県内の性的マイノリティの当事者や家族の方、学

校や企業で当事者に接する方が抱えている不安や

悩みなどについて、専門相談員による相談を行って

います。お気軽にご相談ください。 

<相談専用ダイヤル> 

029-301-3216 

<電話相談受付時間> 

毎週木曜日 18 時から 20 時まで（12 月 29 日

から 1 月 3 日を除く） 

 

  

 

 

｢茨城県性的マイノリティに関する相談室｣の開設 

※性的マイノリティとは、レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、 

トランスジェンダー（身体と心の性が一致しない人）等、典型的とされていない性的指向や性自認を持つ人々の

ことをいいます。（いばらきパートナーシップ宣誓制度の手引き Q＆A より抜粋） 

※詳細については茨城県 HP を 

ご覧下さい。 

※詳細については茨城県 HP を 

ご覧下さい。 

性別記載欄等の見直し 

市職員や市民に対し、性的マイノリティへの正しい理解

を深めるため、研修会や講演会等を開催します。 

古河市市営住宅における「いばらき

パートナーシップ宣誓制度」の適用 

男女共同参画に関する市民の意識や実態を把握し、その結果を広く公表することにより、市民全体の男女共同

参画社会への理解と意識の醸成を図るため、意識調査を実施します。調査結果については、第２次古河市男女

共同参画プラン後期実施計画の策定や今後の市の男女共同参画施策の推進に反映させるための基礎資料とし

ても活用します。 

〇調査対象 
市内在住の満 18 歳以上 70 歳以下の 2,000 人および市内事業所(会社、病院、金融機関等) 

※対象者は住民基本台帳から無作為抽出 

〇調査方法 
対象者に調査票を郵送します。同封の返信用封筒にて調査票を送付してください（切手不要） 

〇調査期間 
令和 2 年４月 20 日（月）～５月 8 日（金） 

男女共同参画に関する意識調査にご協力ください 

市の各種申請書等の性別記載欄の見直しを実施します。 

茨城県が実施する「いばらきパートナーシップ宣誓制

度」を利用され、受領証または受領カードの交付を受

けた方を、市営住宅への入居資格の対象とします。 

※その他入居条件があります。 

茨城県が性的マイノリティの方への支援を開始したことを踏まえ、古河市でも次の取組みを実施します。 

市職員研修等の実施 

古河市 

人権・男女共同参画室 

令和 2 年 3 月発行 

～「意識」から「行動」へ、目指そう男女共同参画社会。～ 

みなさんこんにちは！古河市人権・男女共同参画室です！  

男女共同参画情報通信 第 12 回をお届けします！ 

 



 

 

 

令和元年 9 月１4 日に古河市総和福祉センター健康の駅にて中央大学教授

の広岡守穂さんをお招きし、男性の介護をとりまく問題や家族との関わり方

について、ご自身の経験をもとにお話し頂きました。 

男女共同参画講座「男性の介護を考える」 

一行詩 

●イラスト一行詩部門 

 角
つの

森
もり

玲子さん 

 50 代 女性 

一昨年、昨年に引き続き、男女共同参画やワーク・ライフ・バ

ランスについて日々感じていること、将来実現させたいことなどをテーマに募集した一行詩「男女の詩」に市

内外より 327作品の応募がありました。各部門の最優秀賞作品を紹介いたします。 

ひ  と     うた 

意識啓発の取り組みとして作成した“紙しばい”を紹介します。 

 

●一行詩部門 

齋藤美佳さん 

 30 代 女性 

※その他入賞作品は公式

HPをご覧ください。 

すべての男女が互いに尊重しあい、共に手をたずさえ、一人ひとりが自分らしく輝き心豊かに生

活できる社会を実現するために、教育、文化、福祉、地域コミュニティ等市内で活動する団体、個

人（R2.3 月現在団体 29、個人 15）で活動し、イベント等での啓発活動や男女共同参画フォーラ

ムの開催などを古河市や古河市男女共同参画推進会議と協働して行っております。 

 
意識啓発の取り組みとして作成した“紙しばい”を紹介します 

第 2 部 ももこ おにたいじにいく 

  ももこが成長しておにたいじに！しかし、鬼が島では 

男女共同参画社会が実現していた？ 

 

●平成版 ももたろう 

第 1 部 ももたろう「平成版ももこ誕生編」 

  おじいさんが川へ洗濯に、おばあさんが山へ柴刈りに行く？いつもと違う 

ももたろう。 

 

●一寸ちゃんが行く 

同じ年頃の男の子より体の小さな「一寸ちゃん」が 

ふとしたことから日本中を巡る旅に出ます。互いの違いを認め合う話です。 

 

 

●こぶつきオジさん 

  子育てを通してみんなの心に変化が生まれます。 

男女共同参画古河市民ネットワーク（ゆめこらぼ） 
登録者募集‼ 

ちょっと 

防災グッズの説明をする 

防災士会のみなさん 

令和元年 12 月１日に古河市総和福祉センター健康の駅にてＮＰＯ法人茨

城県防災士会理事の横田信子さんをお招きし、女性から見た避難所の問題点

や日頃の準備などについてお話して頂きました。また、防災グッズとして新聞

紙で作るスリッパについても紹介され、参加者は関心をよせていました。 

男女共同参画講座「女性の目線から見た防災」 

自身の経験談を交えながら 

話す広岡さん 


